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はじめに

　本学に所蔵されている被衣は，’本学の前身東京女子専

門学校2代目校長渡辺滋氏が資料収集に当って購入され

た品の一部で，現在生活資料館に保管されている．その

数は6点である．これらの被衣は単仕立てで，江戸時代

に用いられた実物で貴重なものである．被衣は公家，武’

家，庶民とその使用された時間的空間の範囲が広い．本

論文においては，平安時代，鎌倉時代，室町時代，桃山

時代fJ江戸時代へと衣服の移り変ってゆく流れと，世相

・風俗の流転との関連における被衣の歴史的推移を把握

することとする．

　被衣は「かつぎ」と読み，本来は「かずき」といい，

衣かずきをさしていう．かずきは，かずく（潜，被）と

いう動詞の連用形が中止されて名詞に転じたもので，こ

れに当てられた字には，蒙衣，被衣，帽衣があり，「倭

漢三才圖會」の帽衣の項に「按帽衣披衣不帯也，官女

至庶人婦女出外被単衣於頭其長等身而不顕面貌也，練絹

或布染色紋無定不禮服故入貴家中門脱去之」1｝とある．

かずき（被衣）は外出時に着用し，等身の丈で，帯をし

ないで放ち着るという着方を示唆している．「伊勢の白

水郷の朝な夕なに潜くとふ鰻の貝の片思にして」2）「海

神の持てる白玉見まく炊り千遍そ告り潜きする海人」3）

また「桜ちるいそべあさる海士人は花をかつくとみゆる

なりけり」4）とあり，水面に散り浮んでいる桜花が海士

の頭上をおおっている様子を歌っている．さらに「あか

＊第1被服構成研究室

＊＊第2被服構成研究室

つきかへりける人にあめのふりければ，かづきせぬ挟は

雨にいかがせし，ぬるるはさても思ひしれかし」5）「き

ぬを引きかづきて…きぬをば顔にかづきながら」6｝「か

づきたるきぬをうちのけたるをみれば，あまになってぞ

いできたる」7｝など文献に見えるようにかぶりおおうこ

とをかずくという．

　衣服はその形態によって固有の名称がつけられており，

それぞれ着衣方法が異なるが，形態は同じものであって

も，着衣方法が異なれば，それ自体の特性を発揮し，特

異性を持つようになると共に，固有の名称がつけられて

ゆく．すなわち，小袖は一般に晴も褻も前を合わせ，帯

をしめて着衣する．小袖を重ね着して，その上にさらに

一枚の小袖を打掛けて着るとき，これを打掛といい，武

家・庶民の婦女子に用いられた．打掛と同様に着るが，

上半身を肩からはずして，帯にはさみこんで着るとき，

これを腰巻といい，後に大奥において夏の正装として形

式化し用いられる．これを着衣した姿を腰巻姿という．

小袖を頭にかずいて着れば，これを小袖かずきといい，

後のかつぎ（被衣）へと移行する．

　平安時代の貴人の婦女子は他人に顔を見られることを

恥かしい事としており，婦女子は兄弟や夫と対面すると

きでさえ，几帳または御簾で間をさえぎって物語をして

いた．几帳や御簾のないときは，扇またはこれに代るも

のを用いて顔をかくすようにしたのである．「大和物語」

に「こきうちぎひとかさねきたる女のいときよげなるい

できていみじうなきけり，公忠をちかくめして見せたま

ひければ，かみをふりおほひていみじうなく…」8）また

「枕草子」に清少納言が中宮にはじめて参ったころ，伊

周公にとらえられて恥ずかしいと思った事を書いている

所に「かしこき陰とささげたる扇さへとり給へるに，ふ
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りかくべき髪のおぼえさへ…」9｝とあり，髪で顔をおお

い，直接顔を見せないように心懸けている．「古今沿革

考」に「天子の…それより以下の官人，牛車あるひは手

車等及び肩輿あり，中人以下には腰輿あり，是を手輿と

もいう．いにしへ此手こしに乗る事ならざる凡人は，男

は其まま歩行しが，女人は礼記内則にも，女子出門則必

擁徹其面といへば，さすがあらわに人に見ゆるをいとひ，

此歩障という物をかづきあるきける．此歩障の製作は，

桧の木のうすき板にて笠のごとく四角に作り，わたり一

尺五六寸ばかり，高さ四五寸ばかりに曲物にこしらへ，

足を八本付る．足長さ四尺ばかりの物にて，手かるく作

りなし，此上に，ねりきぬ六尺四方ばかりの物をかけお

ほひ，みつから持あるきしなり．其後，便利になり，歩

障を用ひず，上のねりぎぬばかり，頭におほひあるきけ

る．是をかづきといふ．其後略して，常の小袖のひとへ

をかつく事とはなれり」10）とある．これは婦女子の外出

時の姿であったと考えられる．高貴の家に仕える婦女子

は，外出・歩行時に大袖の桂を頭にかずいていた．この

姿を扇面古写経，奈与竹物語絵巻，伴大納言絵詞，粉河

寺縁起などの絵巻物に見ることができる．鎌倉時代とも

なると，麻や練絹のひとえを着用するようになるが，色

は専ら白を用いていた．「沙石集」に「貧シイ世ニアリ

ワビタル若キ女房アリケリ．清水寺へ常二参リケルガ，

功ツモリテ，示現二，老僧ノ来テ示シ給ケルハ，「其傍

ナル人ノ衣ヲ盗」ト，仰ラルルト見テ，夢サメヌ．此事

イカガァラント，返々思煩ピケルドモ，槌ノ示現ナレバ，

タトヒ，イカナル恥ガマシキ事有トテモ，イカニセンゾ

ト思切テ，傍ノ屏風二，白キ衣ヲ打懸タルヲ引落テ，打

カヅキテ，臆而下向スルポドニ…」lnとあり，また「徒

然草」に「或人，任大臣の節會の内辮を勤められけるに，

内記の持ちたる宣命を取らずして，堂上せられにけり．

きはまりなき失禮なれども，立ち帰り取るべきにもあら

ず，思ひわづらはれけるに，六位外記康綱，衣被きの女

房をかたらひて，かの宣命を持たせて，忍びやかに奉ら

せけり…」12）と，衣かずきの女房に内密に宣命を持たせ

て，無事に届けさせたことが見えており，さらに鳥羽法

皇の頃，法師と雅士の二人が女院の御衣をかずいて獅子

舞をしたとあり，また，義経記に「…柿の衣の上に薄衣

被き給ひ御出ある．武蔵も浄衣に衣被きして…」13）とあ

り，本来は女子が用いるものであるが，男子においても

逃避行に用いられ，顔を見せないように，また見られな

いように，衣をかずくことが行なわれていた．「扇面古

写経」に画かれているかずき姿は，大袖の桂をかずいて

いる姿であるが，「一遍上人絵伝」には，大袖の桂をか

ずいている者と小袖衣をかずいている者とがあり，着衣

している人々の身分差がはっきりと表われている．同時

に貴族の婦女子を除いた一般の婦女子の姿は袖丈の短い

広袖の衣と袖下に丸みのある小袖衣とがあり，袖の形の

移行期にあることを伺い知ることができる．これらのか

ずきは無地のもの，染模様のあるものなどさまざまで，

染柄を通して美への関心の一端をのぞかせている．袖丈

の短い広袖衣は「信貴山縁起」「直幹申文絵詞」など，

平安時代，鎌倉時代の絵巻に見え，これらの庶民の衣服

にはすでに染模様がつけられている．かずきの当時の着

方は後世に見られるような放ち着姿は少なく，ほとんど

袖に手を通して頭にかずいて着ている．「一遍上人絵伝」

は，上中下層の人々の姿を群衆として描いており，当時

の世相・風俗を表現している唯一のものである．この絵

伝に見ることのできるかずき姿の女子は，市での売買に，

歩行に，説教をききに行く人々である．その大部分は小

袖を頭にかずき，袖に手を通して，前身頃の端をおさえ

ている姿は外観的には壺折り風で，自然なまろやかな後

姿を見せている．「春日権現験記」に画かれている女子

のかずき姿も，小袖をかずいて，これに手を通してい

る．小袖を頭にかずき手を通している姿は，鎌倉・室町

時代までで，桃山時代になると，もはやその着衣姿を見

ることはなく，放ち着の姿となっている．「洛中洛外図

屏風」，「豊国祭屏風」，「吉野花宴図」などの屏風絵に見

る女子のかずき姿は，すべて放ち着姿で，被衣の染模様

は多種多様で多彩をきわめている．

　被衣の着用は平安時代より始まり，鎌倉時代には庶民

に至るまでこれを着るようになっていった．その社会的

背景は，農業生産より手工業生産への発展，律令体制の

解体による国家管理の廃絶，交通・交易の発展による市

の発達，信仰宗教の普及，これらに伴って婦女子の外出

が多くなるという一連の関連性のあった事が挙げられ

る．平安時代における主要な手工業生産活動の場は宮廷

工房であり，一般においては，家内生産を行う農家であ

ったが，この体制は次第にくずれ，地方富豪の人達によ

って，地域的な手工業生産が行われるようになり，手

工業者の成長を見るに至る．これら生産品の販売ルート

は，交通・交易が盛んに行われるようになって市の発達

を促した．すなわち平安京の官市は王候貴族・大寺社を

構成する人びとの消費経済を支えていたのが東・西の市
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であった．西市はすたれて行く傾向にあったが，保護を

受けて引きっついて行われていた．東市はすたれること

なしに存続し，官市を通すことなく，京都に持ち込まれ

る商品の数が多くなって行くのにともなって市は拡大

し，都大路の街路に店が出るようになるほどに発展し，

しだいに市場が形成され，庶民が東市に集まるようにな

って，庶民の共有の場の観を呈するようになった．また

各地域における市も盛んに行われていた．その様相は

「一遍上人絵伝」に見ることができる．絵伝に見る限り

上中下層の人びとの集まりを見ると，市の繁昌ぶりは驚

くほどである．この市の盛況の中に男女共存の生活力の

旺盛さを物語るように，女性も物品販売に携わっている

姿を見る．また市に往来する人びとの中に衣服をかずい

ている女性の姿がある．このころの京の庶民の生活をう

つし出している万華鏡であると評されているものに，藤

原明衡の「新猿楽記」がある．ここに書かれている右衛

門尉一家の人員構成は，妻3人，娘16人，男9人で合わ

せて29人，その子女の生活の手段とする職業は多彩であ

り，またこの中には当時の生産品の多様さを伺い知るこ

とができる．すなわち春に一粒を地面に散らすだけでも

秋には万倍の収獲を得て蔵に収納するという農耕を生計

としている大地主があり，また「十指：獄致一家稔持三寸

小刀資五尺大身手」　i4）とあるように，技術をもとでに生

計をたてている細工職人として自活できる手工業者，さ

らに絵師，仏師，能書家，陰陽師，儒者，天台宗の学生，

有名な相撲とり，工匠，管絃・和歌に堪能な者，等々職

人づくしのように当時の職業が記されている．また受

領の郎等で刺史執鞭に向いている役人でその行動範囲は

広く，五畿・七道全国へ行かない所がなく，また六十余

国，見ていないところがなく，船乗りの心得，山野の道

にも通達し，国◎における諸役をも兼務している関係か

ら諸国の生産品をことごとく集めていて裕福な生活をし

ている．以上のように労働によって生産に従事するのが

庶民の生活のすべてであった．封建社会の形成期にあっ

た庶民には，労働し生産したものが必ずしもそのまま自

己のものにならないで，税が課せられ，生産力が増大す

れば，負担も増大するという相互的因果関係がなり立っ

ていた．この生産労働の疲労を癒やして忘れさせるもの

に田楽があった．中世の交通は，貴族，社寺，在地領主，

富裕な庶民たちの私的経済と人間関係とによって，それ

ぞれの必要性にもとついて，人間や物質の移動が盛んに

行われ，社会的経済的必然性をもった交通が，発展して

いくと同時に，統一国家の解体して行く傾向にあった．

これにしたがって封建的封鎖性や社会が無秩序になって

行くのに伴って関所が置かれたり，盗賊が横行するよう

になり，庶民の交通に対して大きな障害となった．しか

しこのような世相にもかかわらず庶民は自分自身の信仰

のために，はるばると野山をこえて社寺参詣の旅をする

ようになった．これは平安時代から鎌倉時代にかけて，

王朝文化の衰微への傾向に伴う世の変革期で，政治・経

済の面だけでなく，宗教においても南都仏教から衆生救

済への新仏教へと展開し，これが武士団の成長，農商工

業の発展にともなって庶民にひろがっていったためであ

る．女性の旅姿は，衣を壺折りにして着用した姿，頭に

衣をかずいた姿，市女笠をかぶっている姿，市女笠にむ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
したれぎぬをつけたものを用いているなど，面貌をあら

わにしないようにした姿であった．この期における婦女

子の服装は貴族社会ではこまごまと動く必要性がなかっ

たので活動を制限されている寛潤，優美な服装であった．

すなわち桂を重ねて着用する重着形式で裾を長く曳く裳

や袴を着用した姿であった．しかし民間では上層豪族の

女性達は，桂に小袖と袴の二部式，または桂に1J、袖の着

流しの一部式の服装となっており，着用枚数も少なくな

っていた．一般庶民の婦女子は，丈の短い広袖の小袖形

式に摺（腰裳）着用の姿であるか，または同形の衣の着

流しに細帯をしめる程度の非常に簡単なものであった．

　平安中期以降大袖衣の内衣として着衣された筒袖衣か

ら丸みのある小袖へ，鎌倉時代を経て室町時代には上着

化へと移行してゆく．庶民は庶民独自の衣服を着用して

おり両者併行していた．当時宮中において行なわれる行

事，神楽，蹴鞠など，女房達の見物が許されていた．女

房達は衣かずき姿で見物をしていた．ここに下剋上のな

らいにしたがって大袖衣から小袖衣の被衣に移り変って

行く様子を「弁内待日記」，　「貞治二年御鞠記」（別名

「衣かっぎの日記」），「享徳二年晴之御鞠記」（別名

「雲井の春」）とによって知ることができる．その間約

200年間で，ここに記されている推移を見ると，前半

と後半とにわけることが出来る．前半から後半へとの移

行期を経て，後半の約90年の間に，大袖衣から小袖衣の

被衣へと完全に移行してい5たのである．弁内侍は鎌倉

時代の歌人で，「弁内侍日記」の4年の条に「卯の日は

せいそたう（清暑堂）のみかくら（御神楽）なり，中宮

の御方へまいるみちにて，人々きかはやとありしかと

も，摂政殿候はせ給ひていとくちおし．清涼殿のかたへ
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たちいでたれば　職事ともたちならびたり．又きぬかつ

ぎかさなりて　さらに道なし　つねの御所の御帳のもと

に人々のろく　ともにたきものなどして　ほのかにきき

しかば…」15》とあり，きぬかつぎ着用の女房達の姿を如

実に表現している．南北朝の公卿，歌人の二条良基によ

る「貞治二年御鞠記」に「小御所封のやに御簾をかけら

れる．便宜の女房など，かいばみ侍所にや未の時に人々

やうやうまいりあっまる．大殿は夜べより直盧に候せら

る．殿まいらせ給ぬれば事よくなりぬとて，きぬかづき

などおどろおどうしくひしめく門の内陣のうちより庭上

まで，雑人たちこみてところなし」16）とあり，きぬかず

きの女房および雑人がおびただしく集まり，見物の盛んで

あったことが伺い知られる．室町時代の公卿，学者の一
　　　　　　　　
条兼良の「享徳二年晴之御鞠記」（別名「雲井の春」）

に「あるふるごたちのかたりをき侍りしは，九重のうち

の物見などに出たち侍る女どちは，ことごとしからぬう

すぎぬひきかづきなどしてこそ有しかど，此ごろは今や

うのこととて，小袖かづきのなれすがた，昔の面影もた

えたるやうなれど　時代にしたがふならひとして中々ひ

きかへ見どころおほく，つやも色もこぼるばかりの出た

ちども柳桜をこきまぜたる春の錦もけおされたり，まこ

とや貞治の御まりの日記を見侍るにも，こおば君は衣か

つぎの中に立まじりてこそ物を見給ひしか，さるにても，

さばかりおもしろかりしおほん遊びも今の世にはなどか

なき事になり侍りぬらん…」1ηとあり，貞治2年の「御

鞠記」と享徳2年の「御鞠記」との間は約90年の隔りが

あり，この間に，きぬ被衣から小袖被衣へと移行してい

った様子が，御鞠見物の九重の女房・婦女子のかずき姿

によってその推移があきらかであり，一条兼良の故おば

君は大袖衣のかずき姿の女房たちと共に御鞠の会を見物

されたであろうが，このように多彩な小袖かずきへと移行

して行くことなど恐らく予知されてはいなかったことで

あろう．急速に時代の移り変り行く流れを身に受けとめ

ながら慨嘆しっっも，白から単色へ，単色から多色へと

いうどりの変化を春の花の咲きほこる自然の錦にたとえ

て，これに見まちがえるほどの美しさにあらためて感歓

しているのは，兼良のみではなく，当時の公卿の人達，

および内裏との関係のある人々であったろう．公家から

武家へと世の政権の移り行く様子を達観しつつも不安な

面も多くあったことであろう．一条兼良自身も応仁の乱

によって邸宅や文庫を焼失するという災難にあっている．

戦国時代をむかえて宮中で行われる蹴鞠，神楽，能など

の催しも室町幕府の管轄下に委ねる事となっていった．

伊勢氏は室町幕府政所執事の家柄である．大永6年，伊

勢貞久の著「大内問答」に，能の舞台の作り様，簿火の

焚き方，これの配置のこと，公家衆と三職の御衆，相伴

の諸大名の人えらび，および着座についての配置，酒肴

の出し方，御能の時の小袖ぬぎ，素抱ぬぎなど衣服の着

替についての介しやく，引出もののこと，等々について

公家のしきたりを問いつつ故実にそうようにとの心づか

いから打合わせをこまごまと行なっている．ここで気に

かかることは見物衆のことである．すなわち「御能見物

衆いかやうの人をば，入可申候哉の事　殿中二而ハ，き

ぬかづきの外ハ御庭へ入不申候．於自余は，出家衆，裏

頭の衆など被入候．庭もせばく候へば，男衆などハ無用

二候歎，但見物衆のなきもいかがにて候まま，可被相計

候」18）とあることによって見物衆の第一には，きぬかづ

きの婦女子を，その後は出家衆とか裏頭の衆を挙げてい

る．この時代，宮中へ上って宮仕えをする武家の婦女子

に対して公家風の化粧の仕方，結髪法，ことばつかい，

衣服に関すること，坐作進退の礼法等，心懸けるべき諸

事項について書かれている「大上腰御名之事」の中に

「女房はかづきはなして，白かたびらきるべからず．そ

のうへほんしきは．かづきもねり也，袖は左をうゑにか

さぬるなり」19）とあり，ねりぎぬのかずきをかずいて，

左袖を上にかさねるようにと，その着衣法を示唆してい

る．しかし伊勢貞丈著，「貞丈雑記」に「昔は両袖を頭

の上にて重ねて針にてさし置きたりと云説あれども，古

も袖をさげてかづきたり」20｝とある．確かに頭上に袖を

左右重ねてのせるのでは，袖がずり落ちてくるのは必定

で何らかの処置をしていたであろうと思うが，両袖を頭

上にかずいている姿の絵を見たことがなくすべて袖を自

然に下げている姿である．

　足利幕府崩壊と共に守護大名，戦国大名の封建的小国

家を全国的体制へと，戦国群雄の中で織田信長が全国統

一への先鞭をつけ，その遺業を引継いで成し遂げたのは

豊臣秀吉であった．争乱破壊の後をうけた建設復興の時

代を迎えたのである．これに併わせて南蛮貿易も行われ

海外文化も意欲的に取り入れるという進取的気性の旺盛

さは，形式と外観の壮麗なことを求め，装飾の豪華さを

好んだ華麗さは，桃山文化を生み出したのである．戦乱

の世より抜け出し，平和の世を迎えてこれを謳歌する

人々の姿を画いているものに「洛中洛外図屏風」「四条

河原遊楽図屏風」「豊国祭図屏風」などがあげられる．
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これらの屏風図に画かれている人々は活気とよろこびに

満ち溢れている．また「花下遊楽図」に見られるよう

に，被衣の模様は，衣服の模様の多様性に伴ってその種

類が多く多様化しており，その色彩も豊かである．これ

は専門分化された染色の職人の手工業の栄えていること

を物語っている．「喜遊笑覧」に，慶長風として記されて

いる中に「女はよき人とみゆるが髪を深そぎして下げ髪

を衣の下に着込んで衣かつぎしたり…衣服はかつぎの衣

のもやうさまざまなれど，くくし染めの間に花などあり，

上着横筋ふとく細く色々にて其間，色かはり志たるが中

に小紋付たるもみゆ　これハ煉緯今云婁斗目　又染たる

も有べし，供の女ハ頭にかぶり物なく，長柄の傘をかつ

ぎ…」21）とあり，小袖かずきは裕福な町家の婦女子へと

ひろまり，用いられるようになった．元禄4年刊の「女

用訓蒙図彙」に亀甲の総模様の豪華な振袖の被衣の絵

が載っている．これは富裕な町家の娘が用いたものと考

えられる．被衣を頭にかずくにあたって，結髪との拘わ

りあいに密接な関係があると考えられる．結髪の様子

は，平安・鎌倉・室町・安土。桃山の時代を通して垂髪

であった．この場合は特に，被衣をかずいて被衣の衿を

手でささえ，すべり落ちないようにしていた．各人それ

ぞれ被衣のかずき方に一応工夫をこらしていたろうと考

えられるが，これが思うようにはいかなかったのであろ

う．ここに思案の結果として「昔々物語」に「古くは被

衣として特別に作ったものではなかった．白い単衣の小

袖をかぶり手で支えて顔をおおったが，やがて小袖の襟

を前方に三寸ばかりさげて裁ち，頭部にかぶりやすく，

後へもぬけないようにした」22〕とあり，また「貞丈雑記」

に「かずきのたちぬひ常の小袖に替る事なし，ゑり形を

前へ下げて裁也是はひたゐへふかくかかり顔をかくす為

なり」劉と見えている．何れも宝歴より天明に至る間に

記されたものであり，その後は，襟肩の明を前身の方

へ下げて裁って仕立てられ，かずきよくなっているが

「世間胸算用」に「額のひよっと出たもかづきの着ぶり

がよいものなり」24）とあり，額の形によって，かずき

やすさ，形のよさをとらえているところがおもしろい．

承応3年芝の増上寺で将軍家の法事が行なわれた際，参

詣の人にまぎれ込み，被衣をかぶって松平伊豆守に狼籍

を働いたものがあって，その事件があってのち明暦2年

「かぶりものの類を仕問敷く」という法が出され，被衣

で顔をかくすことが禁じられた．江戸では明暦3年の大

火を境にして，被衣姿が著しく減少し，万治に至って被

衣着用に終りをつげた．「昔々物語」に「明暦の比まで

針妙，こし元，かつきをいたたきありきしに，萬治の頃

より江戸中かつき止みたり」as　）と，記されている．京

坂では，その後も引きつづき着用していた．江戸中期以

降の結髪は形が整えられ，髭，髭，髪の誇張されてゆく

のを見る．被衣をかずくときは，結髪をくずさぬように

注意をしていたことであろう．「神代饒波」に「江戸中

被衣御停止となれり，京都並に田舎にては今も下ざまの

女迄髪掻長さ1尺23寸もあり，江戸にてはとくに短く

なりて当世は5寸ばかりになりたり．被衣を着る時は楴

枝長きがよし」26）とあり笄で被衣をおさえていた風が記

されている．ここに示された図によれば，笄で被衣を

とめており，布地を損じることは必定であるが，今日残

っている当時の被衣を見る限り布を損じているものを見

たことがない．笄の長いものがよいということは，これ

にて被衣をささえるようにして着衣したものと考えられ

るがやはり手で支える必要はあったであろう．被衣に用

いられた布地・模様は，下女二三人もつれ，挾箱を持た

せた若党をつれているほどの家柄の妻女も女中も麻の被

衣を用いていた．「見た京物語」に「御所の被衣はだん

だら筋，町はもやうなり」27｝とあり，御所風と町人風と

に分けられており，それぞれ模様づけに特徴が見られる．

御所風の被衣は公家の婦女子が着用するもので，御所被

衣といい，その模様は婁斗目風である．型斗目の上下は

紺，腰は白地に描絵などで模様がつけられており，布地

は紹を用いている．町人風の被衣は，庶民の婦女子が着

用する被衣で全体に型染めによる模様がつけられてい

る．小紋の型染め，中型染めなどが挙げられる．元禄2

年刊の「本朝桜陰比事」の「桜に被る御所染」のところ

に「折ふしは秋のすゑ通天の紅葉見の帰さに，大振袖の

当世娘さりとは　御所かづきの着ぶり十人並といふ　其

上物なるをさきに立　おふくろらしき人にあまた下女も

付添…」28｝とあり，町家の豪奢振りを発揮している風

で，娘に大振袖を着せ，御所風の被衣をかずかせ，供揃

えをして歩行している様子を表わしている．元禄の世の

町人の裕福な者は，贅をっくし，東西衣裳競べを行なう

などして豪華で贅沢なことの行なわれた時代であったこ

とから思えば，当時の世相をよくあらわしている．しか

し一般には，被衣の染色は紺と白の2色が主として用い

られていた．貞享・元禄の頃には種々の色が用いられる

ようになり，百色がわりの被衣などといわれるほどに多

彩色のものが現われ，また八重染なども行なわれ，染色
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技術の粋を表出していた．享保の頃になると，黒・浅葱・

茶などの色が用いられるようになり，勤倹政治の反映の

一端を伺い知る．衿明を前身に下げてかずきやすくなっ

たが，さらに頭のあたる所を明示するように，甲菊，半

梅花などの模様を染め出すようになった．江戸中期の浮

世絵師　西川祐信の画いた「絵本浅香山」に，甲菊の染

め出，してある代表的被衣の着用姿が画かれている．京都

においては，安永4年12月に，かぶりものの禁制鰯書が

出るまで，被衣を着用していた．しかし都心を除いては，

天明まで，さらには弘化あたりまで着用していたようで

ある．しかし地域的には近年まで，被衣を冠婚葬祭の折

りに用いていたところもあったが，これらもすべて現在

は用いられていない．

む　す　び

　王朝文化から鎌倉・室町文化への移行は，政治，経済

の変革の著しい時期で，公家から武家へ，そして庶民へ

と連繋して変化してゆくなかで，それぞれの文化形成が

消滅することなく温存され，時期を得て表出する．衣服

が世相の変革するのにともない，種類・形態・着衣法・

色・柄・素材などが推移してゆく．その中に被衣の存在

は忘れることは出来ない．世の動乱とその前後の平穏と

豊かな生活の中にそれらの世相を反映しつつ生き抜いて

いたからである．女性が面貌をあらわにしないようにす

るために用いたのは防禦的存在にあったと考えられる被

衣は王朝の文化の息吹を含みながら庶民の生活力によっ

てささえられ，形態がととのえられたものであった．被

衣の着衣の仕方とその当時用いられた衣服について，一

遍上人絵伝の中に見られるもののうち理解し得なかった

ものがあり，今後の課題として残された．
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花下遊楽図 絵本　浅香山
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